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(54)【発明の名称】 内視鏡用処置具

(57)【要約】
【課題】大きな先端処置部材による効果的な処置を、太
い処置具挿通路が配設された内視鏡を用いずに、患者に
余分な苦痛を与えることなく行うことができる内視鏡用
処置具を提供すること。
【解決手段】可撓軸部１，２の基端と操作部１０との間
を連結及び分離自在に構成すると共に、操作部１０から
分離された状態の可撓軸部１，２の基端部分１ｐ，２ｐ
が内視鏡の処置具挿通路６０内を通過できるように構成
した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】内視鏡の処置具挿通路に挿通される可撓軸
部と、上記可撓軸部の先端に配置されて上記処置具挿通
路を通過できない大きさの先端処置部材と、上記先端処
置部材を遠隔的に作動させるために上記可撓軸部の基端
に連結された操作部とを有する内視鏡用処置具におい
て、
上記可撓軸部の基端と上記操作部との間を連結及び分離
自在に構成すると共に、上記操作部から分離された状態
の上記可撓軸部の基端部分が上記内視鏡の処置具挿通路
内を通過できるように構成したことを特徴とする内視鏡
用処置具。
【請求項２】上記可撓軸部が、可撓性シースと、その内
部に軸線方向に進退自在に挿通された操作ワイヤとを有
している請求項１記載の内視鏡用処置具。
【請求項３】上記可撓性シースが密着巻きのコイルパイ
プであり、上記操作部に対する連結部材として上記コイ
ルパイプの基端部分にパイプ状部材が被嵌固着されてい
るだけである請求項２記載の内視鏡用処置具。
【請求項４】上記可撓軸部の基端付近が急激に曲がるの
を防止するための折れ止め部材が、上記可撓軸部に対し
て分離自在に上記操作部に取り付けられている請求項
１、２又は３記載の内視鏡用処置具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、内視鏡の処置具
挿通路に挿通して使用される内視鏡用処置具に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡用処置具は、一般に、内視鏡の処
置具挿通路に挿通される可撓軸部と、可撓軸部の先端に
配置された先端処置部材と、先端処置部材を遠隔的に作
動させるために可撓軸部の基端に連結された操作部とか
らなる構成になっている。
【０００３】そのような内視鏡用処置具は、先端処置部
材が内視鏡の処置具挿通路を通過可能な大きさに形成さ
れていて、使用時には、内視鏡の処置具挿通路内に先端
処置部材側から挿入される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、そのような従
来の装置では、例えば大きな組織標本を採取する必要が
ある場合等のように、大きな先端処置部材を有する処置
具を用いたい場合には、それだけ太い処置具挿通路が配
設された内視鏡を用いる必要があるので、内視鏡の挿入
部が太くなって患者に大きな苦痛を与えていた。
【０００５】そこで本発明は、大きな先端処置部材によ
る効果的な処置を、太い処置具挿通路が配設された内視
鏡を用いずに、患者に余分な苦痛を与えることなく行う
ことができる内視鏡用処置具を提供することを目的とす
る。
【０００６】
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【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡用処置具は、内視鏡の処置具挿通路
に挿通される可撓軸部と、可撓軸部の先端に配置されて
処置具挿通路を通過できない大きさの先端処置部材と、
先端処置部材を遠隔的に作動させるために可撓軸部の基
端に連結された操作部とを有する内視鏡用処置具におい
て、可撓軸部の基端と操作部との間を連結及び分離自在
に構成すると共に、操作部から分離された状態の可撓軸
部の基端部分が内視鏡の処置具挿通路内を通過できるよ
うに構成したものである。
【０００７】なお、可撓軸部が、可撓性シースと、その
内部に軸線方向に進退自在に挿通された操作ワイヤとを
有していてもよく、そのような構成をとる多くの内視鏡
用処置具に本発明を適用することができる。
【０００８】また、可撓性シースが密着巻きのコイルパ
イプであり、操作部に対する連結部材としてコイルパイ
プの基端部分にパイプ状部材が被嵌固着されているだけ
の構成にすることにより、可撓性シースの基端部分を最
小限の太さにして、内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿
通することができる。
【０００９】また、可撓軸部の基端付近が急激に曲がる
のを防止するための折れ止め部材を可撓軸部に対して分
離自在に操作部に取り付けることにより、可撓軸部の基
端部分を太くならないように構成して、内視鏡の処置具
挿通チャンネルに挿通することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図１は本発明が適用された内視鏡用生検鉗子
を示している。ただし、本発明は生検鉗子以外の各種の
内視鏡用処置具に適用することができる。
【００１１】１は、例えばステンレス鋼線を一定の径で
螺旋状に密着巻きして形成されたコイルパイプからなる
可撓性シースであり、図１には図示されていない操作ワ
イヤ２が、軸線方向に進退自在に全長にわたって挿通配
置されていて、可撓性シース１と操作ワイヤ２によって
可撓軸が構成されている。
【００１２】可撓性シース１の先端に固着された先端支
持部材３には、図２に拡大図示されるように、生検鉗子
の先端処置部材である一対の鉗子カップ４が、支軸５を
中心に嘴状に開閉自在に支持されている。この鉗子カッ
プ４は、非常に大きな（例えば直径が５～１０ｍｍ程度
の）球状に形成されている。
【００１３】先端支持部材３に形成されたスリ割り３１
内には、鉗子カップ４を開閉駆動するためのリンク機構
６が配置されており、操作ワイヤ２を進退操作すること
により、リンク機構６が動作して鉗子カップ４が嘴状に
開閉する。
【００１４】可撓性シース１の基端には、図３に拡大図
示されるように、ステンレス鋼パイプ製のシース連結口
金１ｐが被嵌されて半田付け等によってそこに固着され
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ており、それ以外の部材は取り付けられていない。シー
ス連結口金１ｐの外径寸法は例えば２ｍｍ程度である。
【００１５】操作ワイヤ２の基端部分は可撓性シース１
の基端から手元側に延出しており、その延出部分には肉
厚の薄い（例えば０．１～０．１５ｍｍ程度の）ステン
レス鋼パイプ製の補強パイプ２ａが被嵌固着されてい
る。
【００１６】補強パイプ２ａの先端は可撓性シース１内
に位置しており、補強パイプ２ａの基端には、ステンレ
ス鋼パイプ製のワイヤ連結口金２ｐが被嵌されて半田付
け等によってそこに固着されている。シース連結口金１
ｐの外径寸法は例えば１．５ｍｍ程度である。
【００１７】図１に戻って、手元側から操作ワイヤ２を
進退操作するための操作部１０は、可撓性シース１の基
端に連結及び分離自在になっており、図１には分離され
た状態が示されている。
【００１８】前述のように、可撓性シース１の基端に取
り付けられたシース連結口金１ｐは、閉じた状態の鉗子
カップ４に比べてはるかに細く形成されており、鉗子カ
ップ４が通過できない内視鏡の処置具挿通チャンネル６
０（処置具挿通路）内を楽に通過することができる。
【００１９】即ち、一対の鉗子カップ４が閉じた状態の
外径をｄ１、シース連結口金１ｐの外径をｄ２とし、こ
の内視鏡用処置具が使用される内視鏡の処置具挿通チャ
ンネル６０の内径（最小径）をＤとすると、ｄ２＜Ｄ＜
ｄ１である。
【００２０】操作部１０は、長手方向にスリット１３が
形成された棒状の操作部本体１１の手元側端部に第１の
指掛け１２が形成され、操作部本体１１に沿ってスライ
ド自在なスライダ１４に第２の指掛け１５が形成された
構成になっている。
【００２１】そして、操作部本体１１の先端部分にシー
ス連結口金１ｐが係脱自在に取り付けられ、スライダ１
４にワイヤ連結口金２ｐが係脱自在に取り付けられる。
１６は、シース連結口金１ｐを係脱させるプッシュボタ
ン、２６は、ワイヤ連結口金２ｐを係脱させるプッシュ
ボタンである。
【００２２】３０は、可撓性シース１が操作部１０に連
結された状態において、可撓性シース１の基端付近が急
激に曲がるのを防止するように、可撓性シース１の基端
付近を囲んだ状態になる折れ止め部材であり、弾力性の
ゴム材によって先細りのテーパ状に形成されて操作部本
体１１の先端に取り付けられている。
【００２３】図４は、操作部１０におけるシース連結口
金１ｐとワイヤ連結口金２ｐの連結部分を示しており、
操作部本体１１の先端部分に係止されているプラスチッ
ク製のシース受け座１７の軸線位置には、先側からシー
ス連結口金１ｐを挿脱自在な孔が形成されている。
【００２４】シース受け座１７を直角に横切って配置さ
れたストッパ板１８には、図５に示されるように、シー*
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*ス連結口金１ｐが通過する太い長孔２０ａと、可撓性シ
ース１は通過できるがシース連結口金１ｐは通過できな
い細い長孔２０ｂとが連続して形成されている。
【００２５】ストッパ板１８は圧縮コイルスプリング１
９によって外方に向けて付勢されていて、その突端にプ
ッシュボタン１６が取り付けられ、長孔２０ａ，２０ｂ
内に可撓性シース１が通されている。
【００２６】その結果、図４に示されるように、プッシ
ュボタン１６が押し込まれていない状態では、シース連
結口金１ｐが細い長孔２０ｂ部分に引っ掛かってシース
受け座１７内にほとんどガタつきなく係止され、可撓性
シース１が操作部本体１１に連結された状態になる。
【００２７】そして、圧縮コイルスプリング１９の付勢
力に抗してプッシュボタン１６を押し込めば、シース連
結口金１ｐが太い長孔２０ａ部分を通過できる位置に移
動して、可撓性シース１を操作部本体１１に対して係脱
させることができる。
【００２８】スライダ１４に対するワイヤ連結口金２ｐ
の連結部も、それとほぼ同じ構造であり、プッシュボタ
ン２６を押し込むことにより、操作ワイヤ２をスライダ
１４に対して係脱させることができる。
【００２９】２７、２８及び２９は、シース受け座１
７、ストッパ板１８及び圧縮コイルスプリング１９に対
応する、ワイヤ受け座、ストッパ板及び圧縮コイルスプ
リングである。
【００３０】図６は、このように構成された内視鏡用処
置具を内視鏡の処置具挿通チャンネル６０に挿通する際
の状態を示しており、可撓性シース１を基端のシース連
結口金１ｐ側から処置具挿通チャンネル６０の突出口６
０ａに差し込んで処置具挿通チャンネル６０を通過さ
せ、挿入口６０ｂ側に突き出させたシース連結口金１ｐ
とワイヤ連結口金２ｐに操作部１０を連結して使用す
る。
【００３１】このようにして、処置具挿通チャンネル６
０を通過することができない大きな先端処置部材が設け
られた処置具を容易に使用することができる。５１は内
視鏡の挿入部、５２は湾曲部、５３は操作部、５４は湾
曲操作ノブ、５５は先端部本体である。
【００３２】
【発明の効果】本発明によれば、可撓軸部の基端と操作
部との間を連結及び分離自在に構成すると共に、操作部
から分離された状態の可撓軸部の基端部分が内視鏡の処
置具挿通路内を通過できるように構成したことにより、
大きな先端処置部材を有する処置具を、太い処置具挿通
路が配設された内視鏡を用いずに使用することができ、
患者に余分な苦痛を与えることなく効果的な内視鏡処置
を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の内視鏡用処置具（生検鉗子）
の全体構成図である。
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【図２】本発明の実施例の内視鏡用処置具の先端部分の
側面断面図である。
【図３】本発明の実施例の内視鏡用処置具の可撓軸部の
基端部分の側面断面図である。
【図４】本発明の実施例の内視鏡用処置具の操作部の側
面断面図である。
【図５】本発明の実施例の内視鏡用処置具のストッパ板
部分の正面図である。
【図６】本発明の実施例の内視鏡用処置具が内視鏡の処
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置具挿通チャンネルに通された状態の側面図である。

【符号の説明】
１  可撓性シース（可撓軸部）
１ｐ  シース連結口金
２  操作ワイヤ（可撓軸部）
２ｐ  ワイヤ連結口金
４  鉗子カップ（先端処置部材）
１０  操作部
６０  処置具挿通チャンネル（処置具挿通路）

【図１】 【図２】 【図３】 【図５】
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